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　2023年の今年、創業100周年を迎えた株式会社
「丸越」さん。創業は大正12年。現代表の大箭剛久さ
んの祖父にあたる大箭与平治氏が、若干二十歳で、茅
ケ崎町十間坂で工具類の販売を手掛けたのが始まり
です。
　「最初は、大工道具などを手作りして販売していた
のですが、父の代で、ドラスティックに方向転換しま
した」。現在、FA機器総合商社(機械・器具・工具、省力
化機器、電気機器、機械加工部品など)として販売を
メインに事業展開していますが、海外との取引の多
さが特徴的です。
　3代目、大箭剛久代表は、三菱電機勤務を経て、
1992年に入社。「輸出を主業務とする海外営業部門を
担当しました」。英語、スペイン語、イタリア語など語
学が堪能な代表の提案で、自社サイトに多言語での案
内を掲載したところ、海外からの問い合わせが急増。

最初は、3カ国だけだったのが、2007年頃からタイ、
フィリピン、ベトナムなどの東南アジアやインドから
も受注が入るようになり、現在、全社の3分の2を海外
売上が占めるほどの成長を遂げています。過去の取引
先は16カ国500社以上。いまも増え続けているそう
です。世界情勢や時代の流れをいち早くつかみ、柔軟
に対応する姿勢が、販路拡大へと繋がりました。
　「今後はメンテナンス事業にも力を入れていく予
定です。大変革期にあるいま、産業用ロボットの提案
やAIの導入も視野に入れる必要があります」。“いち
ばん強いものではなく、変化に対応したものが生き
残る”というダーウィンの進化論に例え、「刻々と変
化する我々産業界にあって、より一層、その言葉の重
みを感じています。これからも、100年という歴史に
奢ることなく、時代にマッチした企業へと邁進し続
けてまいります」。

▲自動車関連の機械や部品、弱電電器類、
　あらゆるジャンルの製品を扱っています。

▲会社には100周年を
　祝う多くの胡蝶蘭が。

代表の大箭剛久さん(59歳)。
「感謝の気持ちとともに、誠意をもって
真摯に取り組んでまいります」

▲ 社是。「事業は人な
り」信用第一、健全
経営、和心協力。

▲

創業100年の伝統と信頼で進化を遂げ、グローバルに稼働中 !!

▲鎌倉プリンスで行われた100周年記念式典の様子。
　祝賀会でマツケンサンバを披露する大箭社長。

住 所：神奈川県茅ヶ崎市南湖5-16-17
T E L：0467-87-1551（代）  FAX：0467-85-2153
https://www.kk-marukoshi.com 
〈事業内容〉FA機器総合商社(機械・工具、省力化機器、
　　　　　  電気制御機器、機械加工部品など)
〈取 引 先〉  湘南地域の大手製造工場、海外のグローバル企業

株式会社 丸越

機械・器具・工具の専門商社「丸越」さん

おじゃましましたおじゃましました
vol.046

会員訪問

ありがとうございます!!
100周年を迎えられたのも、
これまで支えてくださった
皆様のおかげです！
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

　東京国税局において、「内部事務のセンター化の対象となる神奈川県内税務署一覧」のとおり、「内
部事務のセンター化(※)」を実施していますので、次の事項について、御理解と御協力を賜りますよう、
お願い申し上げます。
　なお、内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではございません。
	
内部事務のセンター化の対象となる税務署に、申告書、申請書等を提出する場合は、以下のとお
り御対応いただきますようお願いいたします。
　●　e-Tax（データ）により提出する場合は、従来どおり所轄税務署へ送信願います。
　●　書面により提出する場合は、業務センターへ郵送願います。

税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、その際は、所轄税務署に提
出願います。

書面の申告書、申請書等を業務センターへ直接持ち込むことはできません。
また、所轄税務署以外の窓口及び時間外収受箱へ提出することもできません。

業務センターでは、納税者や税理士の皆様に対し、内部事務を処理するために電話や文書により
お問い合せさせていただくことがございます。

電話による税務相談や申告書、申請書等の用紙の送付は、業務センターでは行っておりません。

納税証明書の交付、面接による相談、現金による国税の納付などの窓口対応は、従来どおり所轄
税務署で行います。

(※ )「内部事務のセンター化」とは、事務の効率化等のため、複数の税務署の内部事務（申
告書等の入力や審査、還付金の支払手続、申告内容についての照会文書の発送など）を、
専担部署（業務センター）で集約処理する取組です。

藤沢税務署からのお知らせ

業務センターへの郵送等に関するお願い

〇内部事務のセンター化の対象となる神奈川県内税務署一覧

内部事務のセンター化の対象署

業務センターの名称 郵送先住所
令和 5年
3月現在

令和 5年
7月 10日以降

神奈川県

横浜中、保土ヶ谷、
横浜南

鶴見、横浜中、
保土ヶ谷、横浜南

東京国税局業務センタ
ー

横浜南分室

〒 236-8551
横浜市金沢区並木３－２－９
東京国税局業務センター横浜南分室

― 川崎南、川崎北
東京国税局業務センタ

ー
川崎南分室

7月 10日に開設するセンターです。
郵送先住所等の詳細は 7月 3日以降
国税庁ホームページで確認ください

― 平塚、藤沢
東京国税局業務センタ

ー
平塚分室

〒 254-8534
平塚市浅間町９－１
東京国税局業務センター平塚分室
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